


の項中「１２，０００円」を「１３，０００円」に改め、同表長野県の項中「１

１，０００円」を「１３，０００円」に改め、同表静岡県の項中「９，０００

円」を「１２，０００円」に改め、同表愛知県の項中「１１，０００円」を「１

２，０００円」に改め、同表三重県の項中「９，０００円」を「１２，０００

円」に改め、同表京都府の項中「１９，０００円」を「２０，０００円」に改

め、同表大阪府の項中「１３，０００円」を「１６，０００円」に改め、同表

兵庫県の項中「１２，０００円」を「１７，０００円」に改め、同表奈良県の

項中「１１，０００円」を「１２，０００円」に改め、同表鳥取県の項中「８，

０００円」を「９，０００円」に改め、同表島根県の項中「９，０００円」を

「１２，０００円」に改め、同表岡山県の項中「１０，０００円」を「１４，

０００円」に改め、同表広島県の項中「１３，０００円」を「１４，０００円」

に改め、同表山口県の項中「８，０００円」を「９，０００円」に改め、同表

愛媛県の項中「１０，０００円」を「１２，０００円」に改め、同表高知県の

項中「１１，０００円」を「１２，０００円」に改め、同表福岡県の項中「１

８，０００円」を「１７，０００円」に改め、同表長崎県の項中「１１，００

０円」を「１３，０００円」に改める。 

別表第１の１の表宮崎県の項及び鹿児島県の項中「１２，０００円」を「１

１，０００円」に改める。 

別表第１の１の表沖縄県の項中「１１，０００円」を「１２，０００円」に

改める。 

別表第１の２の表中「２６，０００円」を「２９，０００円」に、「３２，

０００円」を「３０，０００円」に、「１５，０００円」を「１７，０００円」

に、「２１，０００円」を「２４，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の南部町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に出発する旅行について適用し、施行日前



に出発した旅行については、なお従前の例による。 


